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介護保険の資格の付与漏れについて 
 

 

 
 
１ 事 案の 概 要  

介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 １ ０ 条 第 ４ 号 (※ )の 規 定 に 基 づ き 、
町 内 に 住 所 を 有 す る 者 が ６ ５ 歳 に 達 し た と き 、 第 １ 号 被 保 険 者 資 格 を 付 与 す る
必 要 が あ り ま す 。  

介 護 保 険 シ ス テ ム 上 、 ６ ５ 歳 到 達 時 に 自 動 的 に 資 格 付 与 さ れ な い 一 部 の 方 に
つ い て 、資 格 の 付 与 が 遺 漏 し て お り 、介 護 保 険 料 が 賦 課 漏 れ と な っ て い ま し た 。  

※  介 護 保 険 法  
第 １ ０ 条  前 条 の 規 定 に よ る 当 該 市 町 村 が 行 う 介 護 保 険 の 被 保 険 者 は 、次 の
各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た 日 か ら 、 そ の 資 格 を 取 得 す る 。  
 四  当 該 市 町 村 の 区 域 内 に 住 所 を 有 す る 者 が ６ ５ 歳 に 達 し た と き 。  

２ 対 象者 及 び遡 及介 護 保険 料  
（ １ ） 対 象 者 : ３ 名 （ 令 和 ６ 年 3 月 ～ 令 和 ７ 年 3 月 ま で の 資 格 取 得 者 ）  

遡 及 保 険 料 : ３ ３ ０ ， ２ ０ ０ 円 （ 令 和 ５ 年 度 ～ 令 和 ７ 年 度 分 ）  
 （ ２ ） 介 護 保 険 に つ い て は 、 相 談 ・ 申 請 が な か っ た た め 、 影 響 は あ り ま せ ん 。  

３ 町 の対 応 につ いて  
介 護 保 険 法 の 規 定 に よ り ６ ５ 歳 到 達 時 に 遡 っ て 資 格 の 付 与 及 び 遡 及 賦 課 を 行

い 、 対 象 と な る 方 々 を 訪 問 し 、 資 格 の 付 与 漏 れ 及 び 介 護 保 険 料 の 賦 課 漏 れ を お
詫 び し て 、 資 格 取 得 月 か ら の 介 護 保 険 料 の 納 付 を お 願 い し ま す 。  

４ 再 発防 止 策  
年 齢 到 達 予 定 者 の 事 前 把 握 を 行 い 、 自 動 的 に 資 格 付 与 さ れ な い 方 々 に は 確 実

に 資 格 が 付 与 さ れ て い る こ と を 改 め て 確 認 す る 。  
担 当 者 が 異 動 し た 際 は 、 業 務 手 順 及 び マ ニ ュ ア ル を 正 確 に 引 き 継 ぐ 。  

５ 取 材案 内  
本 件 に 関 し て 取 材 を ご 希 望 の 社 は 、企 画 課 企 画 振 興 係（ 電 話 0267-88-8403）

に ご 連 絡 く だ さ い 。  
 

立科町 町民課 高齢者支援係 
（課⾧）荻原 義行 （担当）竹城 義彦 
電話: 0267-88-8406（直通） 
FAX: 0267-56-2310 
E-mail:kourei＠town.tateshina.nagano.jp 

立科町の介護保険の資格付与に事務処理の誤りがあり、一部の外国籍の方に第１号被保
険者資格が付与されていないことが判明いたしました。 

この誤りにより、皆さまの信頼を損ない、対象となる被保険者の方へ多大なるご迷惑を
おかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 
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